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(54)【発明の名称】 超音波診断装置及び超音波による組織性状の定量解析方法

(57)【要約】
【課題】組織形状が正常な状態からどの程度逸脱してい
るかを示す定量的な情報を精度良く、自動的に、且つ簡
単に提示する。
【解決手段】被検体に超音波パルスを照射することによ
り断層像を得る超音波診断装置である。この装置は、断
層像内の一部に解析領域を設定する手段（１３、４０、
３６、２６）と、解析領域に相当する被検体部位に超音
波パルスを定量解析用の送信条件に従って送信し且つそ
の送信に伴って被検体部位から発生するエコー信号を受
信する手段（１２、２１、２２、２３）と、エコー信号
に基づき組織性状を定量解析する手段（２４、３１～３
３）とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検体に超音波パルスを照射することに
より断層像を得る超音波診断装置において、
前記断層像内の少なくとも一部に解析領域を設定する解
析領域設定手段と、
前記解析領域に相当する被検体部位に前記超音波パルス
を定量解析用の送信条件に従って送信し且つその送信に
伴って前記被検体部位から発生するエコー信号を受信す
る定量解析用送受信手段と、
前記エコー信号に基づき組織性状を定量解析する定量解
析手段と、を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記定量解析手段は、前記エコー信号の強度を演算する
強度演算手段と、このエコー信号の強度のデータから確
率密度分布を演算する確率密度分布演算手段と、を備え
たことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】  請求項２記載の超音波診断装置におい
て、
前記定量解析手段は、前記確率密度分布を曲線としてモ
ニタ画面に表示する分布曲線表示手段を備えたことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項４】  請求項３記載の超音波診断装置におい
て、
前記分布曲線表示手段は、前記確率密度分布の曲線と基
準となる確率密度分布の曲線とを同一画面に比較させて
表示する手段であることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】  請求項４記載の超音波診断装置におい
て、
前記基準となる確率密度分布の曲線はレイリー分布に従
う理論値から成る確率密度分布曲線であることを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項６】  請求項２記載の超音波診断装置におい
て、
前記確率密度分布の曲線データを記録媒体又は通信手段
を介して装置外部に転送する転送手段を備えたことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項７】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記定量解析手段は、前記エコー信号の強度を演算する
強度演算手段と、このエコー信号の強度のデータから確
率密度分布を演算する確率密度分布演算手段と、この確
率密度分布と基準となる確率密度分布との間の誤差を演
算する誤差演算手段と、この誤差を前記組織性状の定量
化情報として提示する定量化情報提示手段と、を備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】  請求項７記載の超音波診断装置におい
て、
前記誤差演算手段は、演算した前記確率密度分布と基準
となる前記確率密度分布との間の誤差を最小二乗法に基
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づき最小二乗誤差として演算する手段であることを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項９】  請求項１乃至８の何れか一項記載の超音
波診断装置において、
前記定量解析手段による定量解析の開始及び終了の少な
くとも一方を指令する指令手段を備えたことを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項１０】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスの走査
線密度を前記解析領域以外の領域に対する走査線密度の
２倍以上に設定した送受信であることを特徴とした超音
波診断装置。
【請求項１１】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスによる
略同一の走査線上の前記エコー信号を、異なる送受信条
件にて２回以上取得する送受信であることを特徴とした
超音波診断装置。
【請求項１２】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスの送信
に伴って前記解析領域上の２方向以上の並列同時受信に
より行われる送受信であることを特徴とした超音波診断
装置。
【請求項１３】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスによる
略同一の走査線上のスキャンを異なる送信振動子の組み
合わせにより２回以上行う態様、及び、同一の前記エコ
ー信号に対して異なる受信振動子の組み合わせより２回
以上受信する態様のうちの少なくとも一方で行われる送
受信であることを特徴とした超音波診断装置。
【請求項１４】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記解析領域上の前記超
音波パルスによる同一走査線上のスキャンを、送信焦点
を変化させて２回以上行う送受信であることを特徴とし
た超音波診断装置。
【請求項１５】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスとし
て、コード化された広帯域の周波数成分を含む超音波パ
ルスで行う送受信であることを特徴とした超音波診断装
置。
【請求項１６】  請求項１乃至９の何れか一項記載の超
音波診断装置において、
前記送信条件に従う送受信は、前記超音波パルスとし
て、広帯域の周波数成分を含むチャープ信号から成る超
音波パルスで行う送受信であることを特徴とした超音波
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3
診断装置。
【請求項１７】  請求項２又は７に記載の超音波診断装
置において、
前記エコー信号の強度演算時に信号強度の飽和状態を監
視する監視手段と、この飽和状態が生じたときに再定量
解析を指令する再指令手段とを備えたことを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項１８】  請求項１乃至１７の何れか一項に記載
の超音波診断装置において、
前記定量解析に必要な条件を予め設定するための条件設
定手段を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１９】  請求項１８記載の超音波診断装置にお
いて、
前記条件設定手段により設定される条件は、前記超音波
パルスの送受信周波数、前記解析領域の初期形状、前記
定量解析により生成される確率密度分布曲線のリアルタ
イム表示の有無、前記定量解析により生成される結果の
リアルタイム表示の有無、並びに、これらの情報の表示
位置、色、及び大きさのうち、少なくとも１つを含むこ
とを特徴とした超音波診断装置。
【請求項２０】  請求項１８記載の超音波診断装置にお
いて、
前記条件設定手段により設定される条件は、前記定量解
析に用いる前記エコー信号のサンプルのトータル数を含
むことを特徴とした超音波診断装置。
【請求項２１】  請求項１８記載の超音波診断装置にお
いて、
前記解析領域の大きさ及び形状を操作者が変更可能なイ
ンターフェース手段を備えたことを特徴とした超音波診
断装置。
【請求項２２】  請求項１乃至２１の何れか一項に記載
の超音波診断装置において、
前記エコー信号のうちの前記定量解析に不要な信号群を
前記解析領域から排除した領域を設定する排除手段を備
えることを特徴とした超音波診断装置。
【請求項２３】  請求項２２記載の超音波診断装置にお
いて、
前記排除手段は、前記不要な信号群として、輪郭抽出法
により抽出された組織構造物に相当するエコー信号を排
除する手段であることを特徴とした超音波診断装置。
【請求項２４】  請求項２２記載の超音波診断装置にお
いて、
前記排除手段は、前記不要な信号群として、別に超音波
信号を送信して得られる超音波ドプラ信号から抽出され
た血流情報に基づく血管及び血管壁に相当するエコー信
号を排除する手段であることを特徴とした超音波診断装
置。
【請求項２５】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記定量解析手段は、前記エコー信号が画像データに変
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換される前のデータを取り込んで当該データを前記定量
解析に処するデータ取込手段を備えることを特徴とした
超音波診断装置。
【請求項２６】  請求項２０記載の超音波診断装置にお
いて、
前記定量解析手段は、前記エコー信号に基づく前記トー
タル数分のサンプルを取得すると、前記送信条件に従う
送受信を自動的に停止する自動停止手段を備えたことを
特徴とする超音波診断装置。
【請求項２７】  請求項２記載の超音波診断装置におい
て、
前記断層像のデータを記憶する手段と、前記強度演算手
段により演算された信号強度データと前記断層像の各画
素の空間位置と対応付ける手段と、前記解析領域が設定
されたときに、対応する信号強度データを呼び出した定
量解析を行う手段とを備えたことを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項２８】  請求項１記載の超音波診断装置におい
て、
前記超音波パルスを送受信するための振動子を２次元状
に配列した超音波プローブと、被検体内の断層面に対し
て垂直方向に変更可能なスキャン手段とを備え、
前記定量解析用送受信手段は、前記解析領域に対応する
前記断層面のエコー信号を取得する手段と、この断層面
に垂直な方向の別断面のエコー信号を取得する手段とを
備え、
前記定量解析手段は、前記両エコー信号に基づき組織性
状を定量解析する手段であることを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項２９】  被検体に超音波パルスを照射すること
により断層像を得た後、この断層像内の一部に解析領域
を設定し、前記解析領域に相当する被検体部位に前記超
音波パルスを定量解析用の送信条件に従って送信し且つ
その送信に伴って前記被検体部位から発生するエコー信
号を受信し、このエコー信号に基づき組織性状を定量解
析することを特徴とした超音波による組織性状の定量解
析方法。
【請求項３０】  請求項２９記載の定量解析方法におい
て、
前記定量解析は、前記エコー信号の強度を演算する処理
と、このエコー信号の強度のデータから確率密度分布を
演算する処理とを含むことを特徴とする超音波による組
織性状の定量解析方法。
【請求項３１】  請求項２９記載の定量解析方法におい
て、
前記定量解析は、前記エコー信号の強度を演算する処理
と、このエコー信号の強度のデータから確率密度分布を
演算する処理と、この確率密度分布と基準となる確率密
度分布との間の誤差を演算する処理と、この誤差を前記
組織性状の定量化情報として提示する処理とを含むこと



(4) 特開２００１－２３８８８４

10

20

30

40

50

5
を特徴とする超音波による組織性状の定量解析方法。
【請求項３２】  被検体に超音波パルスを照射すること
により断層像を得る超音波診断装置において、
前記断層像内の一部に解析領域を設定する解析領域設定
手段と、
前記解析領域に相当する被検体部位に、独立事象に基づ
くエコー信号のサンプル数を上げる条件の元に前記超音
波パルスを送信するとともに、この送信に伴って前記被
検体部位から発生するエコー信号を受信する定量解析用
送受信手段と、
前記エコー信号に基づき組織性状を定量解析する定量解
析手段と、を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３３】  請求項３２記載の超音波診断装置にお
いて、
前記定量解析手段は、前記エコー信号の強度に基づく前
記解析領域内の組織の性状を表す指標を求める手段であ
ることを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、被検体に照射した
超音波に依るエコー信号に基づき被検体内の超音波画像
を得る超音波イメージングの装置及び方法に係り、とく
に、そのエコー信号の強度分布から被検体の組織性状を
定量解析する機能を備えた超音波診断装置及び定量解析
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波信号の医学的な応用は多岐にわた
り、超音波診断装置もその１つである。
【０００３】この超音波診断装置の主流は、超音波パル
ス反射法を用いて生体の軟部組織の断層像を得るタイプ
である。この撮像法は無侵襲で組織の断層像を得ること
ができ、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴスキャナ、ＭＲＩ装
置、および核医学診断装置など、ほかの医用モダリティ
に比べて、リアルタイム表示が可能、装置が小形で比較
的安価、Ｘ線などの被曝が無い、超音波ドプラ法に拠り
血流イメージングができるなど、多くの利点を有してい
る。このため、循環器（心臓）、腹部（肝臓、腎臓な
ど）、乳腺、甲状腺、泌尿器、および産婦人科などの診
断において広く利用されている。特に、超音波プローブ
を体表に当てるだけの簡単な操作によって心臓の拍動や
胎児の動きをリアルタイムに観察できること、Ｘ線被爆
の心配も無いことから何度も繰り返して検査できるこ
と、さらには、超音波診断装置をベッドサイドに移動さ
せて容易に検査を行うことができる等の種々の利点も持
ち合わせている。
【０００４】また、現在使用されている超音波診断装置
は通常、種々の計測機能を有している。ここで言う「計
測」とは、被検体内の物理的事象を定量化することであ
り、計測結果は数値自体、及び／又は、数値に相当する
色や輝度などの量に変換されて提示される。
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【０００５】従来の超音波診断装置に搭載されている計
測機能の主なものを以下に列挙する。
形状計測：この形状計測機能により、例えば肝臓腫瘍の
大きさ、心筋の壁厚、胎児の大きさなどが計測される。
速度計測：この速度計測機能には、例えば、ドプラ法を
用いた動脈の血流速度、カラードプラ法を用いた肝臓内
血管の血流速度マッピングがある。
体積、流量などの計測：この計測機能により、例えば、
心腔内のいくつかの長さを元にした心腔の容積推定、造
影剤の信号強度の経時変化からの血流量の計測が行われ
る。
【０００６】このような計測によって得られる計測値
は、当然のことながら、疾病の重症度を評価する上で有
用な情報になるものが多い。例えば、腫瘍サイズや血管
内の逆流の程度などの情報はすぐさま、治療の必要性の
度合いを示している。
【０００７】その一方で、疾病を直接評価するためのも
のではなくても、被検体の健康状態の診断に間接的に役
立つ計測情報は多く存在している。日常の身近な計測と
してはむしろ、この方が一般的である。例えば、被検体
の身長、体重、血圧、或いは血液検査によって得られる
様々な数値などが、この範疇に入る。
【０００８】さらに、このような様々な計測機能とは一
線を画す事項として、医師の経験的な判断に拠る、定量
化に近い診断がある。この貴重な診断は、医療現場にお
いて随所にみることができる。例えば、肝臓の超音波診
断画像が提示されたときに、そのスペックルパターンの
「均一さ」を目視観察して、不均一な様相が強い場合、
肝硬変の異常肝の疑いがある、と診断されている。これ
まで、この例の場合のような「異常度」は数値化されて
おらず、あくまで診断は医師の経験的な判断に拠ってい
る。
【０００９】上述の如く、医師の経験的な判断に拠る診
断が人間のどのような認識パターンの元に行われている
のか、という疑問を客観的に且つ科学的に解明して定量
化しようという研究が既に幾つかなされている。例え
ば、
（１）Ｙａｍａｇｕｃｈｉ  Ｔ，  ＨａｃｈｉｙａＨ，
“Ｍｏｄｅｌｉｎｇｏｆ  ｔｈｅ  Ｃｉｒｒｈｏｔｉｃ
  Ｌｉｖｅｒ  Ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇ  ｔｈｅ  Ｌｉ
ｖｅｒ  Ｌｏｂｕｌｅ  Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ”，  Ｊｐ
ｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．  Ｖｏｌ．３８（１９９
９）  ｐｐ．３３８２－３３９２；
（２）大塚、山口、蜂屋：「病変肝の超音波ｂモード画
像のシミュレーションによる検討」、信学技報  ＵＳ９
６－１６（１９９６－０６）、ｐｐ．１５－２２
などの論文が知られている。
【００１０】いずれにせよ、このような医師の経験的な
判断に拠る診断を客観的な計測法と計測値として提供す
ることは、診断にとって有用になるものと期待されてい
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7
るところではある。
【００１１】ここで、上述の研究論文の内容に基づく定
量化の基本的な手法について説明する。
【００１２】図１５（Ａ）、（Ｂ）には、肝臓の断層像
を模式的に示す。同図（Ａ）は肝臓に異常の無い正常者
の断層像であり、肝臓のスペックルパターンと呼ばれる
模様が比較的一様に見えている。スペックルパターンと
は、肝臓内の無数の散乱体が超音波の解像度以下の細か
さで分布しているときに、散乱波の無数の重畳によって
エコー信号強度に高い部分と低い部分とが生じる現象で
ある。これは、いわゆる干渉縞に近い物理現象であり、
断層像に現れる白い点は構造物を直接に反映するもので
はないことが知られている。
【００１３】これに対し、同図（Ｂ）は疾病を持つ異常
な肝臓の断層像を模式的に示しており、スペックルパタ
ーンが上記同図（Ａ）の画像に比べて、不均一さが増し
ている。この種の画像が得られる代表症例は肝硬変であ
る。肝硬変が進んでくるほど、解剖学的には結節の数及
び大きさが共に増大してくるため、それらの構造物（結
節など）を徐々に反映させたエコーパターンが現れてく
る。硬変した肝臓はそれ自体では疾病とは言えない。し
かし、硬変肝臓はその後、肝臓ガンを発病させる恐れが
あることが知られているため、硬変肝臓を早めに見つけ
ることは非常に重要となっている。
【００１４】図１６（Ａ）のグラフは、正常な肝臓から
反射されるエコー信号の輝度値の確率密度分布を示す。
確率・統計学的な観点から言えば、散乱体がランダムに
分布しているならば、それらの散乱体から反射されるエ
コー信号の強度である振幅値の確率密度分布Ｐ（ｘ）
は、
【数１】
Ｐ（ｘ）＝（ｘ／σ２）ｅｘｐ（－ｘ２／２σ２）
で表されるレイリー分布に従う。ここで、σ２は分散を
表し、平均は０と規格化される。
【００１５】肝臓が正常である場合、肝臓内の散乱体は
ランダムに存在していると仮定できるため、肝臓を表す
画像輝度（振幅）の確率密度関数は図１６（Ａ）のよう
にレイリー分布を呈することとなる。しかし、肝臓に上
述のように結節などの異常が起こると、そのスペックル
パターンは構造物を反映するようになり、ランダムとは
言えなくなる。その結果、輝度（振幅）の確率密度関数
は、同図（Ｂ）に示す如く、レイリー分布から外れる。
【００１６】このように、肝臓が正常であるか、異常で
あるかの判断は、エコー信号の強度の確率密度分布曲線
が呈する概形を観察することにより可能になる。
【００１７】上述で引用した論文によれば、実測により
得られた確率密度分布と理論値としてのレイリー分布と
の間の誤差を評価の判断基準としている。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】前述した論文記載の内
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容によれば、エコー信号の強度分布に関する確率密度分
布がレイリー分布のどの程度、類似しているかという観
点から臓器組織の正常・異常についての定量化が可能で
あることが実証されている。
【００１９】しかしながら、この論文記載の定量化に関
する問題として、「いかに正確に確率密度分布を求める
か」ということが挙げられる。既に知られているよう
に、ある事象がどの程度の確率分布を持つかを調べるに
は、サンプル数（標本数）が十分に大きいことが必要で
ある。例えば、サイコロを振って「１」の目が出る確率
は１／６であるが、サンプル数が少ない場合、実際に
は、かかる確率のバラツキが大きくなる。サンプル数が
大きくなって、初めて１／６の確率に近づく。例えば、
６回振っただけでは、「１」の目が出る確率は、０回若
しくは３回という場合も起こり得るが、６０００回振る
と、例えば９８８回といった、１／６に近い値に近づく
のである。
【００２０】しかし、前述した論文記載の定量化法によ
れば、確率密度分布を求めるためのサンプルはビデオテ
ープ等に記録された超音波診断に拠る断層像（Ｂモード
像であるグレースケール画像）から取得されていた。こ
れに因り、以下のような問題が生じる恐れがある。
【００２１】（１）輝度画像を用いることに起因した精
度の諸問題
輝度画像は対数圧縮（対数演算によるエコーデータの圧
縮処理）された画像データから成るため、定量化のため
には、画像データの輝度値が圧縮前のリニアな特性に戻
すために、逆対数変換を行わなければならない。デジタ
ルデータを扱う限り、その処理には誤差を生じる。
【００２２】また、有意な逆対数変換を行うためには、
装置上の輝度のグレースケールは線形であることが保証
されていなければならない。しかし、実際には、必ずし
も線形にはなっていない。むしろ、視認性を高めるため
に、輝度を曲線スケールで処理していることが多い。
【００２３】さらに、ビデオテープに画像データを記録
するときの輝度特性も実際には線形ではなく、ビデオレ
コーダの機種、ビデオテープの品種によって多少とも変
化していることは不可避である。また記録時に輝度飽和
が起こっただけでも、もはや正確な評価を下すことは困
難である。
【００２４】（２）サンプル数に起因した諸問題
ビデオ画像の場合、ビデオ画素それぞれがサンプルに相
当する。通常のビデオフォーマットは、６４０×４８０
＝約３０万画素から成る。しかし、評価する対象は臓器
組織における局所領域であるから、サンプル数は実際に
は多くても１０００画素程度になってしまう。加えて、
サンプルには血管壁や臓器境界の高輝度信号は含まれな
いように、それらを避けて局所領域を設定する注意が必
要である。このため、サンプル数を更に減少させなけれ
ばならないことが多い。
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9
【００２５】一方、図１７に示す如く、「超音波の走査
線」と「ビデオ画像の走査線」との関係に起因した問題
も重要視されなければならない。超音波の走査線はプロ
ーブを中心に大略、扇形を成すようにスキャンされるこ
とが多く、そのような場合、走査線密度は体表から近距
離の部分では密に、反対に遠距離の部分では粗になる。
超音波の走査線密度は、様々な態様に設定することが可
能ではあるが、通常、ビデオ画素に比べて粗い場合も多
い。このようなときにビデオフォーマットの走査線に変
換するには、図１７に模式的に示す如く、補間処理が行
われ、これにより新たな画素が生成される。この補間処
理により画像の平滑化は図られるが、画像の情報量が増
える訳ではない。このため、実際には、情報量は画素数
よりも少ないといった事態も招来される。
【００２６】本発明は、以上のような従来の定量化法が
有する問題に鑑みてなされたもので、組織性状が正常な
状態からどの程度逸脱しているかを示す定量的な情報を
精度良く提示することができる超音波診断装置及び定量
解析法を提供することを、その主な目的とする。
【００２７】また、本発明は、組織形状が正常な状態か
らどの程度逸脱しているかを示す定量的な情報を精度良
く、自動的に、且つ簡単に提示ことができる超音波診断
装置及び定量解析法を提供することを、別の目的とす
る。
【００２８】
【課題を解決するための手段】上述した種々の目的を達
成するため、本発明の超音波診断装置は、その基本構成
として、被検体に超音波パルスを照射することにより断
層像を得る装置であって、前記断層像内の少なくとも一
部に解析領域を設定する解析領域設定手段と、前記解析
領域に相当する被検体部位に前記超音波パルスを定量解
析用の送信条件に従って送信し且つその送信に伴って前
記被検体部位から発生するエコー信号を受信する定量解
析用送受信手段と、前記エコー信号に基づき組織性状を
定量解析する定量解析手段と、を備えたことを特徴とす
る。これにより、組織形状が正常な状態からどの程度逸
脱しているかを示す定量的な情報を精度良く、自動的
に、且つ簡単に提示ことができる。
【００２９】好適には、定量解析手段は、前記エコー信
号の強度を演算する強度演算手段と、このエコー信号の
強度のデータから確率密度分布を演算する確率密度分布
演算手段と、を備える。
【００３０】この場合、好ましくは、定量解析手段は、
前記確率密度分布を曲線としてモニタ画面に表示する分
布曲線表示手段を備える。例えば、分布曲線表示手段
は、前記確率密度分布の曲線と基準となる確率密度分布
の曲線とを同一画面に比較させて表示する手段である。
また例えば、前記基準となる確率密度分布の曲線はレイ
リー分布に従う理論値から成る確率密度分布曲線であっ
てもよい。
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【００３１】また別の例として、前記確率密度分布の曲
線データを記録媒体又は通信手段を介して装置外部に転
送する転送手段を備えていてもよい。
【００３２】さらに別の例として、定量解析手段は、前
記エコー信号の強度を演算する強度演算手段と、このエ
コー信号の強度のデータから確率密度分布を演算する確
率密度分布演算手段と、この確率密度分布と基準となる
確率密度分布との間の誤差を演算する誤差演算手段と、
この誤差を前記組織性状の定量化情報として提示する定
量化情報提示手段と、を備えることができる。例えば、
誤差演算手段は、演算した前記確率密度分布と基準とな
る前記確率密度分布との間の誤差を最小二乗法に基づき
最小二乗誤差として演算する手段である。
【００３３】また、上述の各構成に各種の構成を付加で
きる。例えば、定量解析手段による定量解析の開始及び
終了の少なくとも一方を指令する指令手段を備えること
が望ましい。また、前記送信条件に従う送受信は、超音
波パルスの走査線密度を解析領域以外の領域に対する走
査線密度の２倍以上に設定した送受信であってもよい。
更に、この送受信は、超音波パルスによる略同一の走査
線上のエコー信号を、異なる送受信条件にて２回以上取
得する送受信であってもよいし、超音波パルスの送信に
伴って解析領域上の２方向以上の並列同時受信により行
われる送受信であってもよいし、さらに、超音波パルス
による略同一の走査線上のスキャンを異なる送信振動子
の組み合わせにより２回以上行う態様、及び、同一のエ
コー信号に対して異なる受信振動子の組み合わせより２
回以上受信する態様のうちの少なくとも一方で行われる
送受信であってもよい。また例えば、前記送信条件に従
う送受信は、解析領域上の超音波パルスによる同一走査
線上のスキャンを、送信焦点を変化させて２回以上行う
送受信であってもよい。また、この送受信は、超音波パ
ルスとして、コード化された広帯域の周波数成分を含む
超音波パルスで行う送受信であってもよい。さらに、前
記送信条件に従う送受信は、超音波パルスとして、広帯
域の周波数成分を含むチャープ信号から成る超音波パル
スで行う送受信であってもよい。
【００３４】さらに、好適な別の例として、前記エコー
信号の強度演算時に信号強度の飽和状態を監視する監視
手段と、この飽和状態が生じたときに再定量解析を指令
する再指令手段とを備えることができる。
【００３５】さらに、好適には、上述の各構成におい
て、定量解析に必要な条件を予め設定するための条件設
定手段を備えることができる。この場合、条件は、例え
ば、超音波パルスの送受信周波数、解析領域の初期形
状、定量解析により生成される確率密度分布曲線のリア
ルタイム表示の有無、定量解析により生成される結果の
リアルタイム表示の有無、並びに、これらの情報の表示
位置、色、及び大きさのうち、少なくとも１つを含むこ
とができる。また、この条件は、定量解析に用いる前記
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エコー信号のサンプルのトータル数を含んでいてもよ
い。さらに、解析領域の大きさ及び形状を操作者が変更
可能なインターフェース手段を備えることもできる。
【００３６】さらに、上述した各構成の装置において、
エコー信号のうちの定量解析に不要な信号群を解析領域
から排除した領域を設定する排除手段を備えることも望
ましい態様の１つである。例えば、この排除手段は、不
要な信号群として、輪郭抽出法により抽出された組織構
造物に相当するエコー信号を排除する手段である。ま
た、この排除手段は、不要な信号群として、別に超音波
信号を送信して得られる超音波ドプラ信号から抽出され
た血流情報に基づく血管及び血管壁に相当するエコー信
号を排除する手段であってもよい。
【００３７】さらに、前記基本構成に係る超音波診断装
置において、定量解析手段は、エコー信号が画像データ
に変換される前のデータを取り込んで当該データを定量
解析に処するデータ取込手段を備えることができる。
【００３８】また別の好適な例として、定量解析手段
は、前記エコー信号に基づく前記トータル数分のサンプ
ルを取得すると、前記送信条件に従う送受信を自動的に
停止する自動停止手段を備えていてもよい。
【００３９】さらに、別の好適な例として、前記断層像
のデータを記憶する手段と、強度演算手段により演算さ
れた信号強度データと断層像の各画素の空間位置と対応
付ける手段と、解析領域が設定されたときに、対応する
信号強度データを呼び出した定量解析を行う手段とを備
えることができる。
【００４０】さらに、前述した基本構成の超音波診断装
置において、前記超音波パルスを送受信するための振動
子を２次元状に配列した超音波プローブと、被検体内の
断層面に対して垂直方向に変更可能なスキャン手段とを
備え、定量解析用送受信手段は、解析領域に対応する断
層面のエコー信号を取得する手段と、この断層面に垂直
な方向の別断面のエコー信号を取得する手段とを備え、
定量解析手段は、前記両エコー信号に基づき組織性状を
定量解析する手段であることもできる。
【００４１】一方、本発明に係る超音波による組織性状
の定量解析方法は、被検体に超音波パルスを照射するこ
とにより断層像を得た後、この断層像内の一部に解析領
域を設定し、解析領域に相当する被検体部位に超音波パ
ルスを定量解析用の送信条件に従って送信し且つその送
信に伴って検体部位から発生するエコー信号を受信し、
このエコー信号に基づき組織性状を定量解析することを
特徴とする。これにより、組織形状が正常な状態からど
の程度逸脱しているかを示す定量的な情報を精度良く、
自動的に、且つ簡単に提示ことができる。
【００４２】例えば好適には、定量解析は、前記エコー
信号の強度を演算する処理と、このエコー信号の強度の
データから確率密度分布を演算する処理とを含む。ま
た、例えば、定量解析は、エコー信号の強度を演算する
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処理と、このエコー信号の強度のデータから確率密度分
布を演算する処理とを含んでいてもよい。また、これに
加えて、定量解析は、確率密度分布と基準となる確率密
度分布との間の誤差を演算する処理と、この誤差を組織
性状の定量化情報として提示する処理とを含むようにし
てもよい。
【００４３】さらに、本発明の超音波診断装置の別の構
成によれば、被検体に超音波パルスを照射することによ
り断層像を得る装置において、断層像内の一部に解析領
域を設定する解析領域設定手段と、解析領域に相当する
被検体部位に、独立事象に基づくエコー信号のサンプル
数を上げる条件の元に前記超音波パルスを送信するとと
もに、この送信に伴って被検体部位から発生するエコー
信号を受信する定量解析用送受信手段と、エコー信号に
基づき組織性状を定量解析する定量解析手段と、を備え
ていてもよい。例えば、定量解析手段は、エコー信号の
強度に基づく解析領域内の組織の性状を表す指標を求め
る手段である。この結果、組織形状が正常な状態からど
の程度逸脱しているかを示す定量的な情報を精度良く、
自動的に、且つ簡単に提示ことができる。
【００４４】
【発明の実施の形態】以下、この発明の実施形態を図面
に基づき説明する。
【００４５】（第１の実施形態）第１の実施形態を、図
１～８を参照して説明する。
【００４６】この実施形態に係る超音波診断装置は、被
検体のＢモード断層像及びＣＦＭ（カラーフローマッピ
ング）像を得るための送受信系を有する。この内、Ｂモ
ード断層像を得るための送受信系は、本発明に基づいて
組織の性状を定量的に解析し、その性状状態の指標を提
示するために必要な、定量解析に特化した送信条件の送
信を行うことができるシステムを備えている。以下、こ
の装置を具体的に説明する。
【００４７】図１に、第１の実施形態に係る超音波診断
層装置の全体構成を概略的に示す。この超音波診断装置
は、装置本体１１と、この装置本体１１に接続された超
音波プローブ１２と、及び操作パネル１３とを備える。
【００４８】操作パネル１３は、キーボード、トラック
ボール、マウス等を備えている。これらの操作デバイス
は、操作者が従来装置と同様に患者情報、装置条件、Ｒ
ＯＩ（関心領域）などを入力又は設定するために使用さ
れるほか、本発明に係る組織性状の定量解析に必要な送
受信条件、解析領域の指令情報、表示態様の選択情報、
定量解析の開始及び／又は終了の指令などを入力するた
めに使用される。
【００４９】超音波プローブ１２は、被検体との間で超
音波信号の送受信を担うデバイスであり、電気／機械可
逆的変換素子としての圧電セラミックなどの圧電振動子
を有する。好適な一例として、複数の圧電振動子がアレ
イ状に配列されてプローブ先端に装備され、フェーズド
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アレイタイプのプローブ１２が構成されている。これに
より、プローブ１２は装置本体１１から与えられるパル
ス駆動電圧を超音波パルス信号に変換して被検体のスキ
ャン領域内の所望方向に送信する一方で、被検体から反
射してきた超音波エコー信号をこれに対応する電圧のエ
コー信号に変換する。
【００５０】装置本体１１において選択される診断モー
ドには「通常Ｂモード」、「ＣＦＭモード」、及び「定
量解析モード（Ｂモードに属する）」が用いられてい
る。
【００５１】具体的には、装置本体１１は、プローブ１
２に接続された送信ユニット２１及び受信ユニット２
２、この受信ユニット２２の出力側に置かれた加算器２
４、レシーバ２５、ＢモードＤＳＣ（デジタル・スキャ
ン・コンバータ）２６、データ合成器２７（カラーコー
ディング回路を搭載する）、及び表示器２７をこの順に
備える。ＤＳＣ２５には、イメージメモリ２８が接続さ
れている。
【００５２】また、レシーバ２４及びＤＳＣ２５に併設
する状態で、カラーフローマッピング用のＣＦＭユニッ
ト２９及びＣＦＭモードＤＳＣ３０が設けられている。
【００５３】さらに、レシーバ２４には、エコー信号の
強度（振幅）を演算する信号強度演算器３１、及び、エ
コー信号の定量解析を行う定量解析器３２がこの順に接
続されている。定量解析器３２には記憶媒体３３及びイ
ンターフェース回路３４が接続されている。また、定量
解析器３２はデータ合成器２６にも解析結果を出力可能
になっている。
【００５４】さらに、この装置本体１１は、操作パネル
１３からの操作信号を受けるコントローラ４０、及び、
このコントローラ４０の指示に応答して動作するデータ
発生器４１を備える。
【００５５】上述の各構成要素について、その構成及び
動作を説明する。
【００５６】送信ユニット２１は、パルス発生器５１、
送信遅延回路５２、およびパルサ５３を有する。パルス
発生器５１は一定のパルス繰返し周波数（ＰＲＦ：ｐｕ
ｌｓｅ  ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ  ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
に拠るレートパルスを発生する。このレートパルスは、
送信チャンネル数分に分配されて送信遅延回路に送られ
る。送信遅延回路５２には、遅延時間を決めるタイミン
グ信号がコントローラ４０から送信チャンネル毎に供給
されるようになっている。これにより、送信遅延回路５
２はレートパルスに指令遅延時間をチャンネル毎に付与
する。
【００５７】遅延時間が付与されたレートパルスは送信
チャンネル毎にパルサ５３に供給される。このパルサ５
３には、例えばスイッチング回路のオン・オフにより矩
形パルスを生成する比較的、構成の簡単な回路から、リ
ニアアンプに代表される任意波形発生器まで任意の構成
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のものを使用できる。パルサ５３は、レートパルスを受
けたタイミングでプローブ１２の圧電振動子（送信チャ
ンネル）毎に電圧パルスを与える。これにより、超音波
信号がプローブ１２から放射される。超音波プローブ１
２から送信された超音波信号は被検体内でビーム状に集
束されかつ送信指向性が指令されたスキャン方向に設定
される。
【００５８】被検体内に送信された超音波パルス信号
は、その音響インピーダンスの不連続面で反射される。
この反射超音波信号には組織内の散乱体によって散乱さ
れた成分も含まれる。反射超音波信号は再びプローブ１
２で受信され、対応する電圧量のエコー信号に変換され
る。このエコー信号はプローブ１２から受信チャンネル
毎に受信ユニット２２に取り込まれる。
【００５９】受信ユニット２２は、その入力側から順
に、プリアンプ６１、Ａ／Ｄ変換器６２、及び受信遅延
回路６３を備える。プリアンプ６１、Ａ／Ｄ変換器６
２、及び受信遅延回路６３はそれぞれ、受信チャンネル
分の回路を内蔵しており、デジタルタイプの受信器に形
成されている。受信遅延回路６３の遅延時間は、所望の
受信指向性に合わせて遅延時間パターンの信号としてコ
ントローラ４０から与えられる。このため、エコー信号
は、受信チャンネル毎に、プリアンプ６１で増幅され、
Ａ／Ｄ変換器６２でデジタル信号に変換され、さらに受
信遅延回路６３により遅延時間が与えられた後、加算器
２３で相互に加算される。この加算により、所望の受信
指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。送信
指向性と受信指向性の性能を総合することにより、送受
信の超音波ビームの総合的な性能が得られる。
【００６０】図１に示す如く、加算器２３の出力端はレ
シーバ２４及びＣＦＭユニット２９に接続されている。
レシーバ２４はＢモードの処理系を成す。
【００６１】このレシーバ２４は、図２に示す如く、加
算器２３の加算により生成されたデジタル量のエコー信
号を受ける包絡線検波回路６１を備え、この出力側に、
ゲイン補正回路６２、エコーフィルタ６２、信号強度演
算器６４、及び対数圧縮器６５をこの順に備える。対数
圧縮器６５の出力端は前述したＢモードＤＳＣ２５に至
る。また、エコーフィルタ６３の出力端は、別の信号強
度演算器３１にも接続されている。
【００６２】この結果、エコー信号は包絡線検波回路６
１により包絡線検波されてベースバンドのエコー信号に
変換され、さらにゲイン補正回路６２により深さ方向の
減衰に対するゲイン補正がなされる。
【００６３】この深さ方向に対してほぼ一定のゲインに
調整されたエコー信号は、デジタルフィルタであるエコ
ーフィルタ６３により種々のフィルタリングを受ける。
このエコーフィルタ６３は、深さ方向の減衰に因って崩
れたエコー信号の波形を揃える、いわゆるデジタルイメ
ージオプティマイザ（ＤＩＯ）としてのフィルタとし
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て、又は、ハーモニックイメージング法を実施する場合
の、超音波パルス信号の送信周波数の例えば２倍の高調
波成分のみを通過させる高域通過型エコーフィルタとし
て機能するようになっている。
【００６４】エコーフィルタ６３により種々のフィルタ
リングを受けたエコー信号は、次いで、信号強度演算器
６４に送られて、その信号強度（絶対値）が演算され
る。この信号強度のデータは更に対数圧縮器６５により
対数圧縮（対数増幅）され、信号強度を輝度表現可能な
各走査線方向の画像データとしてＤＳＣ２５に送られ
る。
【００６５】このＤＳＣ２５に送られた走査線方向の画
像データはスムージングなどのポスト処理に付された
後、ビデオフォーマットのＢモードの画像データにスキ
ャン変換される。このＢモードの画像データは更にＤＳ
Ｃ２６にリアルタイムに送られる。
【００６６】一方、このＤＳＣ２５により、スキャン中
に発生する、スキャン変換前の超音波スキャンに係る画
像データ及びスキャン変換後のビデオフォーマットの画
像データの内の少なくとも一方が、例えば複数フレーム
分、イメージメモリ２８に記憶される。このイメージメ
モリ２８に記憶された画像データは、スキャン後（つま
り、リアルタイムな診断後）に操作者が読み出して表示
などに再利用可能であり、例えば複数フレーム分の読出
し画像データを動画再生することができる。
【００６７】なお、データ合成器２６には、ＣＦＭユニ
ット２９及びＣＦＭモードＤＳＣ３０の周知の動作によ
って血流のＣＦＭ像データが必要に応じて与えられるよ
うになっている。図示しないが、コントローラ４０がＣ
ＦＭモードのスキャンを送信ユニット２１、受信ユニッ
ト２２、及びＣＦＭユニット２９に指令したときに、か
かるＣＦＭ像データが得られる。
【００６８】ところで、図２に模式的に示す如く、この
受信処理系において、エコー信号は、プローブ１２の出
力から検波回路６１の入力前までの段階ではエコー信号
としての情報量が最も多いＲＦ信号の形態を採り、検波
回路６１の出力から信号強度演算器６４の入力前までは
ＲＦ信号と同等の情報を持つ信号であり、そして、信号
強度演算器６４の出力以降ではＲＦ信号よりも情報量が
低下したビデオ信号の形態を採る。
【００６９】そこで、本実施形態では、図２に示す如
く、情報量が依然としてＲＦ信号並みを保持している信
号を有している第２の信号として、エコーフィルタ６３
の出力端からフィルタリングされたエコーデータを取り
出し、別の信号強度演算器６３に供給している。この演
算器３１も、前述した信号強度演算器６４と同様に、実
数部と虚数部を有するエコーデータからその信号強度を
演算する。ただし、この演算器３１は、組織性状の定量
解析に必要な信号強度を演算するもので、その演算範囲
は後述するコントローラ４０から解析領域として指令さ
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れる。このように演算された、指定された解析領域内の
信号強度は磁気メモリなどの記憶媒体３３に記録され
る。
【００７０】なお、コントローラ４０から解析領域が指
令されるのは定量解析モードのときであるから、前述し
た後の方の信号強度演算器３１は、先に説明した信号強
度演算器６４を兼用してもよい。この兼用のときには、
コントローラ４０が先の信号強度演算器６４に対して、
定量解析モードにおける強度演算をも指令するようにす
ればよい。
【００７１】上述した信号強度演算器３２での強度演算
が完了すると、その完了通知が定量解析器３２に対して
なされる。この通知を受けた定量解析器３２は、記録媒
体３３に記憶保持されている解析領域内の信号強度デー
タを読み込み、このデータを、事前に与えられている定
量解析アルゴリズムに沿って処理し、解析領域内の組織
性状に対する定量解析を実行する。
【００７２】この定量解析結果は、後述するように、エ
コー信号の確率密度分布曲線として、又は、この曲線と
基準となる確率密度分布曲線との間の誤差値として出力
される。この出力先は、コントローラ４０から選択的に
指令される。本実施形態では、その１つの出力先は画像
と共に又は単独で表示するためのデータ合成器２６であ
り、もう１つの出力先は装置外部に転送するためのイン
ターフェース回路３４である。インターフェース回路３
４は通信ネットワーク３５を介して、定量解析結果を装
置外部の記憶媒体、診断データベース、電子カルテシス
テム、プリンタ、別体のコンピュータ等に提供する。
【００７３】なお、定量解析器３２で用いる定量解析ア
ルゴリズムを記したプログラムは解析器自身のメモリに
記憶していてもよいが、記憶媒体３３に保管しておいて
必要に応じて随時更新するようにしてもよい。また、信
号強度演算器３１の演算結果を逐一、定量解析器３２に
読み込むように構成する場合、別体装備の記憶媒体３３
は装置から外すように構成することもできる。
【００７４】一方、装置本体１１にはデータ発生器３６
を設けてある。この発生器３６は、コントローラ４０の
指令に応答してアノテーション用の文字、目盛などのデ
ータ及び／又はグラフィックデータを発生し、これをデ
ータ合成器２６に供給する。このデータには操作者が断
層像上に指定する解析領域（図５，６参照）及びその形
状修正した領域が含まれる。
【００７５】上述した如く、データ合成器２６は、これ
に送られてくるＢモード像の画像データ、ＣＦＭモード
像の画像データ、定量解析結果を表すグラフ及び／又は
数値などデータ、更には、画像を補佐するデータとして
の文字、目盛などのデータ及び／又はグラフィックデー
タを受け、コントローラ４０から指令される、画像と重
ねる又は並べるなどの適宜な表示態様の画像データに合
成する。
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【００７６】このようにして合成された最終の画像デー
タは表示器２７に送られる。表示器２７では、画像デー
タは、内蔵されたＤ／Ａ変換器でアナログ量に変換さ
れ、ＴＶモニタなどの画面に被検体の組織性状の像及び
／又は定量解析結果を含む画像として表示される。この
画像においては、必要に応じて所望部位及び／又はデー
タにカラーが付与される。
【００７７】一方、コントローラ４０は、ＣＰＵ及びメ
モリを備えたコンピュータ装置であり、予めプログラム
されている手順にしたがって、装置全体の動作を制御す
る。この制御動作には、操作者が操作パネル１３を介し
て指令した診断モード、送受信条件、表示態様、定量解
析結果の出力先などに対する処理が含まれる。また、か
かる制御動作には、送信ユニット２１に対する送信制御
（送信タイミング、送信遅延など）、受信ユニット２２
に対する受信制御（受信遅延など）、データ発生器３６
に対する文字情報や目盛などの表示データ生成の指令、
信号強度演算器３１に対する演算開始の指令、定量解析
器３２に対する解析結果の出力先の指令、データ合成器
２６に対する表示態様の指令が含まれる。
【００７８】上述した構成において、操作パネル１３、
コントローラ４０、データ発生器３６、及びデータ合成
器２６が本発明の解析領域設定手段の主要部を形成し、
プローブ１２、送信ユニット２１、受信ユニット２２、
加算器２３、及びコントローラ４０が本発明の定量解析
用送受信手段の主要部を形成し、更に、レシーバ２４、
信号強度演算器３１、記憶媒体３３、及び定量解析器３
２が本発明の定量解析手段の主要部を成す。
【００７９】続いて、本実施形態の作用効果を説明す
る。
【００８０】送信ユニット２１からの超音波パルスの送
信に伴って、被検体内の組織などで散乱した超音波エコ
ーはプローブ１２で受信され、その振動子で電気的なエ
コー信号に変換される。このエコー信号はプローブ１２
からチャンネル毎に受信ユニット２２に送られる。そし
て、受信ユニット２２及び加算器２３により、チャンネ
ル毎のエコー信号がビームフォーカスされ、前述した如
く、収束されたエコー信号に形成される。このエコー信
号はレシーバ２４及びＣＦＭユニット２９に供給され
る。
【００８１】いま、Ｂモードの診断が指令されていると
すると、エコー信号はＢモード処理系を成すレシーバ２
４によりビデオ信号に変換されるとともに、ＢモードＤ
ＳＣ２５によりポスト処理及びフォーマット変換され
て、Ｂモード画像データとしてデータ合成器２６に送ら
れる。このＢモード画像データには更に、データ合成器
２６により、必要なアノテーションやグラフィックデー
タが重畳され、この状態でＢモード像として表示器２７
に表示される。
【００８２】この状態から、操作者が操作パネル１３の
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操作ボタンなどを操作することにより、「定量解析モー
ド」を指令したとする。コントローラ４０はこれに応答
して、レシーバ２４、信号強度演算器３１、及び定量解
析器３２と協働して、図３に大略示すフローで処理を実
行する。この処理を以下に詳述する。
【００８３】（ステップＳ１）まず、「定量解析モー
ド」下における組織性状の定量解析に際し、コントロー
ラ４０を介して、定量解析のパラメータが操作者によっ
て設定可能なプリセット機能が発揮される（ステップＳ
１）。これは、定量解析が行われる直前でもよいし、全
体の診断を開始する前に予め設定することもできる。定
量解析のパラメータとしては、定量解析時の送受信周波
数、トータルのサンプル数（多い方がより正確な解析が
可能であるが、収集時間はその分増える）、解析領域の
形状、確率密度分布曲線のリアルタイム画面表示の有
無、定量解析結果のリアルタイム表示の有無、これらの
情報の表示位置、色、大きさなどが設定可能である。
【００８４】（ステップＳ２）次いで、表示器２７に表
示されているＢモードの断層像上の所望位置に解析領域
が操作者の指令に基づき、操作パネル１３、コントロー
ラ４０、及びデータ発生器３６を介して設定される。解
析領域ＲＧ

ａｎａ
の形状は上述の如くプリセット機能に

より予め決められるが、その形状は図４（Ａ），（Ｂ）
に示す如く、四角形、楕円形といった種々のものが設定
可能になっている。この解析領域ＲＧ

ａｎａ
は、操作パ

ネル１３のトラックボール等を使って長辺、短辺などの
大きさを変更することで、その形状を調整可能になって
いる（図４（Ａ），（Ｂ）中の領域ＲＧ

ａｎａ１
～ＲＧ

ａｎａ３
参照）。さらに、解析領域ＲＧ

ａｎａ
の操作モ

ードとして「フリーハンドモード」を選択することで、
図４（Ｃ）に示す如く、フリーハンドで任意形状に設定
することもできるようになっている。
【００８５】このステップＳ２の処理において、操作者
は、解析領域ＲＧ

ａｎａ
を設定するに際し、血管や臓器

境界といった解析に不要な構造物を含まないように留意
することが肝要である。本実施形態では、しかしなが
ら、図５（Ａ）に示す如く、それらの不要な構造物が解
析領域ＲＧ

ａｎａ
に含まれた場合でも、構造物を排除す

るように領域を設定し直す（修正する）機能を有してい
る（図５（Ｃ）参照）。
【００８６】具体的には、血管や臓器境界から反射する
エコー信号は連続的に繋がっているという事実を利用す
る。つまり、図５（Ｂ）に示す如く、従来周知の輪郭抽
出法を用いて構造物の輪郭を抽出し、構造物を排除する
ように解析領域ＲＧ

ａｎａ
が設定される（図５（Ｃ）参

照）。これにより、比較的簡単に構造物を排除した解析
領域ＲＧ

ａｎａ
を設定し直すことができる。

【００８７】また別の排除法として、周知のドプラ法を
利用する手法がある。本超音波診断装置は、ドプラ法に
拠るＣＦＭモードのイメージング機能を備えているの
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で、スキャンモードを一時的にＣＦＭモードに切り換え
て図５（Ｂ）に示す如く血管部ＢＶを抽出し、図５
（Ｃ）に示す如く血流部分を解析領域ＲＧ

ａｎａ
から排

除することができる。
【００８８】（ステップＳ３）次いで、定量解析の開始
の指令が操作者により操作パネル１３を介してなされる
（ステップＳ３）。これに応答して、コントローラ４０
は送信ユニット２１、受信ユニット２２、及びレシーバ
２４に定量解析モードの送受信状態が指令される。ま
た、コントローラ４０から信号強度演算器３１に演算開
始の指令がなされる。
【００８９】（ステップＳ４～Ｓ７）これを受けて、ス
テップＳ４～Ｓ７において定量解析モードの送受信状態
における制御、処理、及び演算が実行される。
【００９０】定量解析モードは、「指定された解析領域
内で、より短時間のうちに、より多くのエコー信号のサ
ンプルを収集する」ことを、最も重要な目的としてい
る。この収集に際して留意すべき点は、「全く同一の送
受信状態において複数のサンプルを収集しても、必ずし
も情報量を増やすことにはならず、むしろ、確率密度分
布に偏りを生じさせることがある」という事実である。
例えば、前述したサイコロの例で言えば、サイコロを振
った３回分の事象（１，２，５の目）を１００倍して
も、３００回振ったことには必ずしもならないことと同
じである。そこで、ここでの定量解析モードの送受信
は、かかる確率密度分布の偏りを回避するため、以下の
ような異なる種々の送受信状態を採ることができるよう
になっている（ステップＳ４）。
【００９１】図１に示す送信遅延回路５２の情報を変化
させると、解析領域ＲＧ

ａｎａ
内の走査線密度は従来に

比べて２倍以上の密な状態になる（図６参照）。一般
に、走査線密度とフレームレート（単位時間当たりの取
得断層像の枚数）は反比例の関係にあるが、本手法では
解析領域ＲＧ

ａｎａ
のみに対して局所的に密な走査線状

態を生成ものであるので、フレームレートの低下は比較
的小さく抑えることができる。
【００９２】また、受信遅延回路６３は、解析領域ＲＧ

ａｎａ
のみ、１つの送信超音波に対するエコー信号に２

通り以上のパターンの遅延を時分割で掛ける。これによ
り、２以上の方向の受信エコーを得る、いわゆる並列同
時受信を採用する。
【００９３】さらに、プローブ１２については、同一方
向の走査線であっても、駆動させる送信振動子の数又は
位置、及び、受信振動子の数又は位置を変化させる。こ
れにより、図７に示す如く、別々の散乱エコー信号
（１）、（２）を収集することができる。
【００９４】さらに、レシーバ２４のエコーフィルタ
（デジタルフィルタ）６３は、１つのエコー信号列に対
して複数の遮断周波数と帯域を有してフィルタリングを
行うようになっている。これにより、複数の異なる種類*
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*の信号強度から成るサンプル群を得ることができる。
【００９５】さらに同様に、送信遅延回路５２の遅延時
間パターンが制御され、送信焦点の深度を変化させるこ
とができる。ただし、焦点をあまり大幅に変化させる
と、トータルの信号強度が大きく変わってしまうため、
焦点は比較的小さい範囲で変化させるか、又は、エコー
信号の最大値を規格化することでトータルの信号強度を
予め補正することが望ましい。
【００９６】この規格化の一例を図８に示す。いま、第
１の焦点では最大振幅がｄ１である図８（Ａ）の信号Ａ
が、第２の焦点では最大振幅がｄ２である図９（Ｂ）の
信号Ｂがそれぞれ得られたとする。このとき、信号Ｂの
データに、ｄ１／ｄ２の値を乗じることで規格化が成さ
れる。また、規格化の別の手法としては、図９（Ａ）、
（Ｂ）のデータ列の平均Ｅ

１
、Ｅ

２
、すなわち

【数２】

において、信号Ｂのデータに、Ｅ
１
／Ｅ

２
を乗じるよう

にすればよい。
【００９７】さらに、送信周波数も種々の値に制御さ
れ、これにより異なる送受信状態でのエコー信号が収集
される。ただし、この場合においても、送信周波数があ
まり大幅に変化すると、トータルの信号強度が大きく変
わってしまう。このため、前述と同様に、送信周波数も
比較的小さな範囲で変化させるか、又は、トータルな信
号強度が予め規格化される。
【００９８】以上のように送受信状態に関わる種々のパ
ラメータの内、少なくとも１つを変化させることで、解
析領域ＲＧ

ａｎａ
内の、異なる種類の散乱エコー信号の

サンプルを増やした状態でトータルのサンプル数Ｎを従
来手法に比べて著しく増やすことができる。
【００９９】ところで、サンプル数Ｎを一定とする場
合、エコー信号の分解能が高いほど、それに含まれる情
報量も多くなる。この観点から、送受信周波数はできる
限り高く、またパルス周期（波数）は小さい方が望まし
い。しかし、送受信周波数を上げ過ぎると、生体減衰の
影響も大きくなるため、深部ではＳ／Ｎが劣化するとい
う問題も生じる。
【０１００】広帯域送信においてＳ／Ｎを確保するに
は、任意波形発生器を備えたパルサ５３を用いて、パル
ス圧縮法が採用される。この手法は既にレーダ技術など
で知られており、コード化された比較的長いパルス列を
送信し、受信信号を時間軸上で圧縮するもので、これに
より解像度を上げることができる。長いパルス列には、
同じ振幅の単一パルスに比べて、トータルとしては高い
パワーを投入することができる。さらに、上述の広帯域
送信に関する別の手法として、周波数が連続的に変化す
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るチャープ信号を使用する方法であってもよく、同様に
Ｓ／Ｎを確保するという効果を得ることができる。
【０１０１】このように異なる送受信状態によりスキャ
ンすることで、複数のサンプルデータが収集される（ス
テップＳ５）。これにより、情報量の多いデータ収集が
なされる。
【０１０２】このデータ収集において、本実施形態で
は、コントローラ４０の制御の元で、適宜な時間間隔で
視野全体のＢモード断層像を生成するためのＢモードス
キャンが行われる。これにより、操作者は解析領域ＲＧ

ａｎａ
の位置をＢモード断層像全体から判断できるの

で、解析領域ＲＧ
ａｎａ
を見失ったりすることもなく、

常に一定位置に保持することができる。
【０１０３】なお、このＢモードスキャンにおいて、Ｂ
モード断層像を生成するためのエコー信号の内、少なく
とも解析領域ＲＧ

ａｎａ
の外側の領域から散乱されたエ

コー信号は、コントローラ４０の制御によって、定量解
析用の信号強度演算部３１には送られず、定量解析に供
されることが無いようになっている。これにより、解析
領域ＲＧ

ａｎａ
の内部から散乱されたエコー信号のみを

対象として定量解析が実行されることになる。
【０１０４】解析領域ＲＧ

ａｎａ
内から散乱され、かつ

レシーバ２４のエコーフィルタ出力段で受信系から採ら
れたエコー信号は、信号強度演算器３１に送られる。こ
の演算器３１において、取得する各走査線上のエコー信
号から信号強度が演算され、その強度データが記憶媒体
３３に格納される（ステップＳ６）。
【０１０５】一般的に、１本の走査線に対する単位長さ
当たりのエコーデータ数は、システム内のサンプリング
周波数によって決まり、例えば１ｃｍ当たり１０００個
のデータといった量になる。いま、解析領域ＲＧ

ａｎａ

が１辺、１ｃｍの正方形と仮定すると、定量解析モード
における専用送受信条件の元で、送信走査線密度が解析
領域内にｎ本、並列同時受信数をｍ、送信振動子の位置
の組み合わせをＣｔ、受信振動子の位置の組み合わせを
Ｃｒ、周波数の種別をｄとすると、解析領域内の全サン
プル数は、
【数３】１０００×ｎ×ｍ×Ｃｔ×Ｃｒ×ｄ
となる。なお、設定された定量解析パラメータに総サン
プル数Ｎが含まれている場合、上記の変数が適当に調整
され、総サンプル数Ｎに最も近いサンプル数を提供する
変数の組み合わせに調整される。
【０１０６】なお、ステップＳ６での強度演算及び記録
の処理において、信号強度演算器３１はエコー信号の飽
和状態をチェックする機能も発揮するように構成されて
いる。演算器３１は、デジタル量のエコーデータがシス
テムの取り得る最大値に達していると、これを自動的に
検知して、その検知情報をコントローラ４０に送る。こ
れにより、コントローラ４０は、受信ユニット２２のプ
リアンプ６１のゲインを自動的に低下させ、再び、定量
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解析モード下での専用送受信を行なう。再計測が自動的
になされるので、操作者の操作の省力化を図ることがで
きる。
【０１０７】（ステップＳ７）以上の定量解析用のサン
プルデータの収集は、解析領域ＲＧ

ａｎａ
内からのトー

タルのサンプル数がＮになるまで続けられる（ステップ
Ｓ７）。
【０１０８】（ステップＳ８～Ｓ１１）次いで、コント
ローラ４０はサンプル数がＮに達した時点で、定量解析
モードに拠る専用の送受信状態の終了を関係ユニットに
自動的に通知し、例えば通常のＢモードスキャンに戻る
（ステップＳ８）。
【０１０９】この後、信号強度演算器３１は強度演算完
了を定量解析器３２に通知する。これに応答して、定量
解析器３２は記憶媒体３３から解析領域ＲＧ

ａｎａ
内の

信号強度データを読出し、定量解析及び誤差評価に処す
る（ステップＳ９）。
【０１１０】具体的には、演算された信号強度データが
確率密度分布にマッピングされる。このマッピングは、
エコー信号の強度値が取り得る範囲を適宜な微小区間に
分け、それらの区間に該当するデータが何個存在するか
を調べる演算処理である。例えば、サンプル数Ｎの信号
強度値Ｉ

ｉ
（ｉ＝１，２，…，Ｎ）が得られたときに、

強度値の微小変位をΔｘとして、
【数４】ｘ≦Ｉ

ｉ
≦ｘ＋Δｘ

を満たすＩ
ｉ
の個数Ｐ（ｘ）を求める。これに加え、演

算された信号強度データを
【数５】（１／Ｃ）∫

０

∞ｘＰ（ｘ）ｄｘ＝１
の演算式を満たすＣで除した後、その確率密度分布曲線
を表示するためのデータを作成する。
【０１１１】解析した確率密度分布曲線の誤差を評価す
るには種々の手法が考えられる。最も代表的な手法には
最小２乗誤差がある。これは、正規分布の一種である理
論的なレイリー分布の確率密度関数Ｐｒ（ｘ）を用いて
【数６】∫

０

∞（Ｐ（ｘ）－Ｐｒ（ｘ））２ｄｘ
を演算することで求められる。とろこで、この誤差の評
価法、すなわちレイリー分布からの逸脱度の定量的表現
法は他の手法を用いてもよい。例えば、従来周知のＱ－
Ｑ確率密度プロット法、或は、ワイブル分布といった確
率分布を用いてもよい。本実施形態では、これらの評価
法がソフトウエア的に随時更新され、図３３の記録媒体
に保管されており、必要に応じてユーザに提供される。
【０１１２】（ステップＳ１０Ａ，Ｓ１０Ｂ，Ｓ１１）
次いで、解析領域ＲＧ

ａｎａ
の定量計測の結果が表示さ

れる。表示器２７には、解析された確率密度分布の曲
線、誤差評価結果の数値に加え、サンプル数、使用した
周波数などの定量解析パラメータを、又は、そのパラメ
ータの中の幾つかを選択した代表パラメータを同時に表
示することができる（ステップＳ１０Ａ，Ｓ１０Ｂ）。
また、この定量解析結果を必要に応じて、図示しないプ
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リンタや記録媒体を通して記録・保存することができる
（ステップＳ１１）。
【０１１３】また、この（ステップＳ１０Ａ，Ｓ１０
Ｂ，Ｓ１１）（ステップＳ１０Ａ，Ｓ１０Ｂ，Ｓ１１）
定量計測結果は、コントローラ４０からの制御の元に必
要に応じて、インタフェース回路３４及びネットワーク
３５などのデータ伝送手段（又は記録媒体）を介して装
置外部の機器に転送することもできる。
【０１１４】このように、本実施形態に係る超音波診断
装置によれば、組織性状が正常な場合からどの程度逸脱
しているかを示す情報を定量化する備えるとともに、よ
り正確な定量化を実施するための最適な専用の送受信状
態を確立している。しかも、エコー信号の強度は、ＲＦ
信号とほぼ同等の情報量を持った検波後であって、かつ
ビデオ信号化前の信号を用いて演算している。
【０１１５】このため、従来、医師が経験的に判断して
いた組織性状の異常度が定量的な分布曲線や評価値とし
て提示されるので、より正確で迅速な診断が可能にな
る。
【０１１６】さらに、前述した論文記載の従来の評価法
には無い特有の効果を奏することもできる。
【０１１７】第１に、確率密度分布を求めるためのサン
プルは、従来のように、ビデオテープ等に記録された断
層像から目視・選択するものではなく、解析領域から独
立事象に拠る多くのサンプルを短時間に収集できるの
で、より正確な確率密度分布が求められる。
【０１１８】第２に、本実施形態における信号強度は、
従来のように、既に輝度画像となったビデオ画像を用い
て演算するのではなく、ＲＦ信号と同等の情報量を持っ
た信号を用いて演算している。すなわち、本実施形態に
よれば、従来のように、スムージングなどのポスト処理
と呼ばれる、ビデオ画像の生成処理を経た信号、一度ビ
デオ装置に格納してリニアな特性が保証されない信号、
さらには強度が飽和している恐れがある信号は、強度演
算に用いていない。したがって、定量解析に、より高精
度な信号強度データを提供することができる。
【０１１９】第３に、血管壁や臓器境界の高輝度信号は
含まないように解析領域を簡単に設定して、より多くの
サンプルを収集することができる。これにより、高精度
で信頼性の高い定量解析が可能になる。
【０１２０】さらに、使い勝手の面から、関心領域とし
ての解析領域を手動で簡便に設定できるとともに、不要
構造物を自動的に排することもできるという効果もあ
る。
【０１２１】なお、定量解析用の信号強度演算器３１へ
のエコー信号の入力のさせ方は、上述した実施形態で説
明した態様に限定されるものではなく、本発明によれ
ば、さらに、図９～図１１に示す入力方式を採用しても
よい。
【０１２２】図９に示す入力方式によれば、レシーバ２
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４のゲイン補正回路６２の出力信号（エコーフィルタ６
３への入力前）を信号強度演算器３１に入力させてい
る。この入力信号は、図２で説明したように、ＲＦ信号
と同等の情報量を有しているので、これにより精度の高
い信号強度を演算できる。
【０１２３】また、図１０に示す入力方式によれば、加
算器２３により生成されたＲＦ信号としてのエコー信号
をそのまま、ゲイン補正回路８１を介して信号強度演算
器３１に入力させた構成を採る。これにより、ＲＦ信号
そのままの情報量を反映させた信号強度を演算すること
ができる。
【０１２４】さらに、図１１記載の入力方式では、定量
解析モード下にあっては、レシーバ２４内の既存の信号
強度演算器６４をコントローラ４０の指令の元に兼用し
て解析領域のエコー信号の強度を演算し、これをビデオ
信号化した後、定量解析器３２に入力させる構成になっ
ている。このビデオ信号化したエコー信号は、その前段
までの信号に比べて情報量は低下するが、ＤＳＣ２５に
よるスムージング等のポスト処理を施さない状態で入力
するので、ビデオ信号を用いる従来法に比べると、依然
として高精度な定量解析を行なうことができる。
【０１２５】（第２の実施形態）本発明の第２の実施形
態に係る超音波診断装置を図１２に基づき説明する。
【０１２６】この超音波診断装置は、前述した第１の実
施形態の超音波診断装置と同様の機能を有するが、相違
する点は、図１２に示す如く、定量解析モードで実施さ
れる定量解析パラメータの設定にある。その他の構成は
第１の実施形態と同等である。
【０１２７】具体的には、図１２は、操作者が操作パネ
ル１３の操作ボタンなどを操作することにより「定量解
析モード」を指令したときに、コントローラ４０が応答
して、レシーバ２４、信号強度演算器３１、及び定量解
析器３２と協働して実施する処理フローの大略を示す。
【０１２８】この処理フローにおいて、ステップＳ２１
では定量解析パラメータが設定される。この設定は前述
した図３のステップ１と同様ではあるが、トータルのサ
ンプル数Ｎは設定されない。また、ステップＳ２２～Ｓ
２６は図３のステップＳ２～Ｓ６と同様の処理である。
さらに、ステップＳ２７は図３のステップＳ９と、ステ
ップＳ２８Ａ，Ｓ２８Ｂ，Ｓ２９，Ｓ３０は図３のステ
ップＳ１０Ａ，Ｓ１０Ｂ～Ｓ１１と同様の処理内容にな
っている。ただし、ステップＳ２９の処理は本実施形態
で追加されている。
【０１２９】このため、トータルのサンプル数Ｎが設定
されないまま定量解析が開始され、この定量解析が、操
作者が操作パネル１３の終了ボタンを押すまで専用の送
受信状態を切り替えながら継続される（ステップＳ２
９）。
【０１３０】これにより、第１の実施形態で得られた作
用効果に加え、サンプル数に限界が無くなることから、
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時間が経過するにつれてより正確な確率密度分布が得ら
れる。理論的には、送受信条件の異なる組合せがＮの場
合、サンプル数を２Ｎ，３Ｎと増加させても、同じ条件
を再現するだけのことであるから組織性状に関する情報
量は増えない。しかし、この場合、操作者がプローブ１
２を微小距離だけ動かしてスキャン断面を変化させると
きに、定量解析をパラメータ設定から再度試行する必要
は無く、便利で、有効な使用法となる。なお、このプロ
ーブはあまり大きく動かすと、スキャン断面に不要な構
造物が新たに含まれる恐れがあるので、微少な距離に止
める方が好ましい。
【０１３１】この定量解析モードのスキャン中であって
も、第１の実施形態のときと同様に、コントローラ４０
は一定間隔で通常のＢモードスキャンを実行する。これ
により、解析領域を設定する断層像が定期的に更新・表
示されるので、操作者は所望断面を観察し続けて、解析
領域の位置のずれ具合などを確実に判断することができ
る。
【０１３２】（第３の実施形態）本発明の第３の実施形
態に係る超音波診断装置を図１を流用して説明する。
【０１３３】この超音波診断装置は、前述した第１の実
施形態の超音波診断装置と同様の機能を有するが、非リ
アルタイムに、すなわちスキャン（診断）後に、イメー
ジメモリ２８に格納されていた画像データを用いて定量
解析を事後処理として実施することに特徴を有する。
【０１３４】具体的には、前述した各実施形態と同様
に、操作者は予め解析領域を指定して、断層像を取得す
る。この断層像の画像はイメージメモリ２８に記録され
る。これと並行して、解析領域からのエコー信号は、信
号強度演算器３１により強度演算されて、そのデータが
記憶媒体３３に格納される。
【０１３５】操作者はその後、操作パネル１３の例えば
フリーズボタンを押してＢモードスキャンを停止させ
る。次いで、イメージメモリ２８に格納されている画像
データを再生させ、スキャン停止直前の断層像を表示器
２７に表示させる。この再生表示画像は通常のＢモード
像であり、定量解析のために行なった専用送受信の情報
は反映されていない。この専用送受信に係る信号強度デ
ータは記憶媒体３３に格納されている。
【０１３６】本実施形態では、スキャン後にイメージメ
モリ２８から呼び出される断層像の各画素の空間的位置
と、これに対応する、記憶媒体３３に記憶されている信
号強度データとがコントローラ４０により対応付けられ
る。このため、操作者がイメージメモリ２８内の画像デ
ータに対して適宜なフレーム及びそのフレーム内の解析
領域（走査線番号及び深さ範囲）を指定すればよい。こ
れにより、定量解析ユニット３２によって、解析領域に
対応した信号強度データ群が記憶媒体３３から読み出さ
れ、確率密度分布曲線及び誤差値などの解析結果が瞬時
のうちに得られ、表示される。
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【０１３７】これにより、操作者は解析領域を容易に変
更することができる。予め指定した解析領域よりも小さ
い範囲で変更する限り、既に演算してある信号強度デー
タを使って何度でも再試行することができる。この結
果、詳細観察により、不要な構造部を避けた領域に修正
し、解析精度の向上を積極的に行なうことができる。
【０１３８】勿論、予め設定する解析領域を十分大きく
すれば、スキャン後に解析領域を変更できる余裕も大き
くなる。この観点から、解析領域を事前に設定せずに、
イメージメモリ２８から読み出した画像に解析領域を設
定し、その後で、その領域に対応した信号強度データを
記憶媒体３３から読み出して解析するようにしてもよ
い。
【０１３９】（第４の実施形態）本発明の第４の実施形
態に係る超音波診断装置を図１３，１４を参照して説明
する。
【０１４０】この実施形態では、超音波プローブとし
て、図１３に模式的に示す２次元プローブ１２Ａを用い
る。このプローブ１２Ａは、その超音波放射面に超音波
振動子を２次元配列している。これに応じて、送信ユニ
ット２１及び受信ユニット２２に適宜な送信遅延時間パ
ターン及び受信遅延時間パターンを与えることにより、
超音波パルスの放射方向を断面上に限らず、その断面に
垂直な方向にもビーム偏向可能になる（図１４参照）。
これを利用し、定量解析モード下で行なわれる専用送受
信として、超音波ビームを断面に垂直な方向に微小距離
だけシフトさせたときのエコー信号によるサンプルも収
集する。
【０１４１】これにより、独立事象のサンプルを増やす
自由度が増すので、確率密度分布の解析精度を更に向上
させることができる。
【０１４２】なお、上述した各実施形態は肝臓実質の組
織性状を対象とする態様に限定されず、心臓、腎臓、脾
臓などの組織性状を定量解析するようにしてもよい。
【０１４３】上述した各実施形態は単なる例示であっ
て、本発明の範囲を限定することを意図するものではな
い。本発明の範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて決
まるもので、本発明の要旨を逸脱しない範囲において様
々な態様のものを実施することができる。
【０１４４】
【発明の効果】以上説明したように、本発明に係る超音
波診断装置及び超音波による組織性状の定量解析方法に
よれば、従来、理論的には提案されていた、エコー信号
の強度の確率密度分布から組織の異常性を定量化する手
法に基づく診断において、その異常性を表す定量的な情
報を精度良く、自動的に、且つ簡単に提示ことができ
る。
【０１４５】とくに、定量解析に特化した専用送受信に
よって独立した事象によるサンプル数を大幅に増やし
て、精度の良い定量解析を行なうことができる。さら
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に、操作者にとっても、解析領域の設定などの操作を簡
単に行なうことができ、操作性の良い解析システムを提
供することができる。
【０１４６】加えて、操作者及び被検者は特別な準備を
しなくても、本発明の定量解析を行なうことができるの
で、通常の診断やスクリーニング検査などにおいて、体
脂肪率測定や血圧測定などと同様に、手軽に健康診断ア
イテムの１つとして利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る超音波診断装置の概略
ブロック図。
【図２】第１の実施形態に係る定量解析用の信号強度演
算器の入力信号の取り方を説明するブロック図。
【図３】第１の実施形態に係る定量解析の概略処理を示
すフローチャート。
【図４】解析領域の設定法を説明する図。
【図５】解析領域から構造物を排除した領域を設定する
ときの説明図。
【図６】定量解析モードにおける専用送受信状態の１つ
（専用送信）を説明する図。
【図７】定量解析モードにおける専用送受信状態の別の
１つ（送信法）を説明する図。
【図８】定量解析モードにおける信号の規格化を説明す
る図。
【図９】変形例に係る定量解析用の信号強度演算器の入
力信号の取り方を説明するブロック図。
【図１０】別の変形例に係る定量解析用の信号強度演算
器の入力信号の取り方を説明するブロック図。
【図１１】別の変形例に係る定量解析用の信号強度演算
器の入力信号の取り方を説明するブロック図。
【図１２】第２の実施形態に係る定量解析用の信号強度
演算器の入力信号の取り方を説明するブロック図。 *
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*【図１３】第４の実施形態に係る２次元プローブの概略
模式図。
【図１４】２次元プローブの動作を説明する図。
【図１５】正常肝臓と異常（硬変）肝臓とのＢモード断
層像における組織性状としてのスペックルパターンを説
明する図。
【図１６】正常肝臓と異常（硬変）肝臓とのＢモード断
層像の輝度確率密度分布を説明する図。
【図１７】超音波走査線上のサンプルデータとビデオフ
ォーマットの画素との位置関係を説明する図。
【符号の説明】
１１  装置本体
１２  超音波プローブ
１３  操作パネル
２１  送信ユニット
２２  受信ユニット
２３  加算器
２４  レシーバ
２５  ＢモードＤＳＣ
２６  データ合成器
２７  表示器
２８  イメージメモリ
２９  ＣＦＭユニット
３０  ＣＦＭモードＤＳＣ
３１  信号強度演算器
３２  定量解析器
３３  記憶媒体
３４  インタフェース回路
３５  ネットワーク
３６  データ発生器
４０  コントローラ

【図１】 【図６】
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面进行定量分析。
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